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K01401 愛知県 外国人雇用特区

　我が国において労働力不足が予想される分野に関す
る資格・技能を有する外国人のうち、我が国の労働者と
して正式に雇用されることを希望する者に、新たな在留
資格「産業人材」を認め、我が国での就労・居住を許可
する。
　受入れ分野及び受入れ人数は、国家戦略特別区域会
議の下に「第三者監理協議会」を設置し、当該地域の労
働需給や外国人雇用の状況、産業・就業構造等を踏ま
え、既存労働者の非自発的な離職が生じないよう、国内
労働者の雇用等に十分配慮して決定することとし、対象
となる外国人の要件は次のとおりとする。

①　受入れ対象分野に係る技能検定３級やそれに類す
るレベル以上の資格・技能を有すること。
②　高い日本語能力を有すること。
③　外国人技能実習制度を修了した者については、帰国
後１年以上経過していること。

　今回提案する「産業人材」は現行法
に位置付けのない新たな在留資格で
あり、現行の制度では当該人材を受
け入れることができない。

出入国管理及び難民認定法第２条の
２第２項

　出入国管理及び難民認定法別表第
一の二に新たな在留資格「産業人
材」を位置付け、当該人材の本邦で
の在留を許可する。
　また、出入国管理及び難民認定法
第七条第一項第二号の基準を定める
省令を改正し、「産業人材」の在留資
格に関する基準を追加する。

法務省

厚生労働省

経済産業省

農林水産省

財務省

　外国人材の受入れ範囲の拡大は，労働市場及び日本
人の処遇改善への影響や国民生活等への影響があるこ
とから，「未来投資戦略２０１７」に従い，国民的コンセン
サスの形成の在り方なども含め，政府横断的に幅広い
観点から検討していく必要があるものと考えている。

　貸付料減額期間を延長するととも
に、減額対象に保育施設も加える。

財務省

　介護施設の貸付料減額期間の延長や、保育施設につ
いても減額対象施設に加えるとの提案については、補助
金的な性格を有する貸付料減額による財政上の支援を
求める内容であり、国家戦略特区制度による規制緩和
の措置とは異なるものであるから、ご提案には応じられ
ない。また、厳しい財政事情を踏まえると、貸付料は時価
が基本であり、貸付料減額は慎重に対応する必要があ
る。
　未利用の国有地については、売却を基本としている
が、介護施設や保育施設を含む社会福祉分野について
は、売却に加え、定期借地による貸付けを行っているとこ
ろである。
さらに、保育所については、平成25年4月の「待機児童解
消加速化プラン」に基づき、国有地の活用に向けて積極
的に取り組んできた結果、これまでに、全国で介護施設
の２倍近い件数の国有地を売却及び定期借地により提
供しているところであり、東京都においても同様である。
なお、地方公共団体等からは定期借地を含む国有地の
活用について好意的な反応をいただいているところであ
る。
　一方で、介護施設については、保育所と比べて広い用
地を確保する必要があり、定員一人当たりの建設単価が
高くなっており、特に都市部においては、十分な広さの土
地の不足や地価が高いことによる初期投資負担が大き
いことなどもあって、国有地が十分に活用されていなかっ
たこともあり、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に
実施すべき対策」（一億総活躍国民会議：平成27年11
月）を踏まえ、2020年初頭までの「介護離職ゼロ」の実現
に向けて、政策的に必要な地域、対象施設において、事
業者の初期投資負担が重い当初の10年間、国有地の減
額貸付等の負担軽減策を講じたところである。
　また、介護施設や保育施設用地としての国有地の定期
借地においては、契約保証金（賃料の１年分に相当）の
納付を免除するほか、貸付料から公租公課相当額（固定
資産税等相当額。東京都の場合、平均で貸付料年額の
約８％に相当）を控除しており、事業者等の財政負担の
軽減にも貢献しているところである。
　財務省としては、今後とも、必要な社会福祉施設の整
備に国有地が有効に活用されるよう、これらの取り組み
を引き続き進めていくこととしている。

K01701 東京都

国有地の減額貸
付期間（貸付開始
から10年間）の上
限撤廃、及び減額
貸付対象施設の
保育施設への適
用拡大

　平成27年11月に取りまとめられた「介護離職ゼロに向
けた緊急対策」の中で、介護施設の整備を目的に国有
地の減額貸付を行うことが示された。
　しかし、減額期間が貸付開始から10年間に限られてい
ることや、保育施設など介護施設以外の施設が対象外
であることなどから、地域のニーズを踏まえた更なる適用
拡大を図る。

　財務省理財局の通知文により、減
額貸付期間の上限や対象施設など
の規定が設けられている。

「介護施設整備に係る国有地の有効
活用について」（平成27年12月21日、
財務省理財局）


